
岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会事務処理要領の改正概要 

 

１ 改正の趣旨 

 ア 岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会の調査審議対象となる県営建設工事について、

現規程と実際に運用している調査審議対象工事の定義との整合性がとれていなかったことか

ら、改正するものである。 

入札方式 現規程 改正内容 

一 般 競 争 入 札

（ＷＴＯ） 
原則、調査審議の対象外。 調査審議の対象とする。 

条件付一般競争

入札 

原則、競争入札審議会に付さないもの

は調査審議の対象外。 

※震災特例で本庁及び沿岸部の振興

局では競争入札審議会での審議を

省略できることとしているもの 

設計額が 250 万円を超える県営建設

工事は全て調査審議の対象とする。 

随意契約 

【知事部局等】 

原則、設計額 250万円を超える工事の

うち、入札担当課等の長へ合議のあっ

たものが調査審議対象。 

※地方自治法施行令第 167 条の２第

１項第８号（不落随契）、第９号（落

札者が契約しない）は調査審議対象

外。 

【医療局、企業局】 

原則、設計額 250万円を超える工事は

全て調査審議対象。 

同上。 

 イ その他所要の整備 

   別紙様式について、現規程と実際に運用している様式が異なっていることから改正するも

のである。 

 

２ 改正の内容 

  別添新旧対照表（資料 No.１）のとおり。 

 

３ 施行時期 

  平成 30 年 10 月 9 日から施行する。 
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別紙様式第１号 

発注工事総括表 

 

（期間    年 月 日～   年 月 日） 

 

入札方式 件数 
当初契約額 

（税込）（千円） 

（備考）前年同期 

件数 
当初契約額 

(税込)（千円） 

総  数 

    

（内訳）     

(1) 一般競争入札 

    

(2) 条件付一般競争入札 

    

(3) 指名競争入札 

    

(4) 随意契約 

    

 

（注）設計額 250万円以下のものは含まない。 
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別紙様式第３号 

指名停止等措置状況一覧表 

 

指名停止  件 

（期間    年 月 日～   年 月 日） 

業者名 
本社 

所在地 
指名停止期間 該当事項 措置の理由 

  年 月 日～年 月 日 

（  月） 

  

 

 

警告  件 

（期間    年 月 日～   年 月 日） 

業者名 
本社 

所在地 
該当事項 措置の理由 

    

 

 

注意  件 

（期間    年 月 日～   年 月 日） 

業者名 
本社 

所在地 
該当事項 措置の理由 

    

 

（注） 該当事項の欄には、県営建設工事に係る指名停止等措置基準（平成７年２月９日付け建振

第 281号）のうち該当するものを記入する。 
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